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★町県民税
○納税は勤務先の給与から毎月差し引かれる「特別徴収」
○町から送付された納税通知書により、金融機関等で納付する「普通徴収」・・・・の２つの方法がある。
○法人町民税は、均等割と法人税割があり、町内に事務所・事業所・寮などを持つ法人が対称です。
★固定資産税
　○１月１日現在、八重瀬町に土地・家屋・償却資産（事業用）を所有する、法人及び個人に課税されます。
★軽自動車税
　○４月１日現在、八重瀬町を主たる定置場所とする、軽自動車・二輪の小型自動車
　　�小型特殊自動車・原動機付自転車を持っている方に課税されます。

※納期カレンダー

納税通知書発送３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月
５月中旬全期軽自動車税
４月中旬４期３期２期１期固定資産税

６月中旬４期３期２期１期町・県民税
（普通徴収）

※納期は、月の２０日に引落としとなります。

　納期限までに納付されない場合は、督促状が送付され、１００円の督促手数料がかかります。又、延滞金が年
１４．６％（納期限の翌日より１月間は年４．３％（平成２２年４月現在）の割合で加算され、負担が増える事ににな
ります。さらに、督促状の指定期日を過ぎても納付がない場合は、財産の調査や、差押処分を行うことがあり
ます。納期限までに納付出来ない特別な事情がある方は、町役場税務課までご連絡下さい。

町税は納期限までに納付を

　上記「納期カレンダー」の町税について口座振替が出
来ます。納税通知書・預（貯）金通帳、届出印を持参の
上、町内の金融機関で申込みして下さい。町外の金融機
関で申込みされる場合は問合わせ下さい。なお、町役場
では、申込み出来ませんのでご注意下さい。

口座振替が便利です。
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受 付 時 間受 付 日行 政 区 名

午前９時～午前１１時２月７日（月）小 城

午前９時～午前１１時２月７日（月）伊 覇

午前９時～午前１１時２月８日（火）志 多 伯

午前９時～午前１１時２月８日（火）高 良

午前９時～午前１１時２月９日（水）友 寄

午前９時～午前１１時２月９日（水）当 銘

午前９時～午前１１時２月１０日（木）世 名 城

午前９時～午前１１時２月１４日（月）上 田 原

午前９時～午前１１時

会場：白川ハイツ集会所
２月１４日（月）

外 間 団 地

第 一 団 地

白 川 ハ イ ツ

午前９時～午前１１時

会場：外間公民館
２月１５日（火）

外 間

外 間 高 層

午前９時～午前１１時

会場：屋宜原公民館
２月１５日（火）

屋 宜 原

屋 宜 原 団 地

県営屋宜原団地

午前９時～午後３時２月１６日（水）東 風 平

午前９時～午前１１時

会場：大倉ハイツ集会所
２月１７日（木）

大 倉 ハ イ ツ

東 ハ イ ツ

午前９時～午前１１時２月１７日（木）宜 次

午前９時～午後３時２月１８日（金）富 盛

受 付 時 間受 付 日行 政 区 名

午後２時～午後４時２月７日（月）具 志 頭

午後２時～午後４時２月８日（火）新 城

午後２時～午後４時

会場：長毛公民館
２月９日（水）

長 毛

県営長毛団地

午後２時～午後４時２月１０日（木）仲 座

午後２時～午後４時２月１０日（木）与 座

午後２時～午後４時２月１４日（月）港 川

午後２時～午後４時２月１５日（火）玻 名 城

午後２時～午後４時

会場：大頓公民館
２月１６日（水）

大 頓

県営大頓団地

午後２時～午後４時２月１７日（木）安 里

午後２時～午後４時２月１８日（金）後 原



� 広報 ２０１１．１

　

八
重
瀬
町
さ
と
う
き
び
競
作
会
は
、
さ
と
う
き
び
作
農
家
の
生

産
意
欲
の
高
揚
に
よ
る
生
産
振
興
を
進
め
る
た
め
、
生
産
技
術
及

び
経
営
改
善
の
面
で
創
意
工
夫
に
よ
り
地
域
の
模
範
と
な
る
農
家

を
選
定
、
表
彰
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
各
字
及
び
生
産
組
合

か
ら
推
薦
さ
れ
た
さ
と
う
き
び　

点
が
出
品
さ
れ
、
平
成　

年　

１２

２２

１１

月　

日
に
収
穫
面
積　

以
上
の
部
と　

ａ
以
上　

ａ
未
満
の
部
に

２６

４０

２０

４０

分
け
て
審
査
し
、　

ａ
（
３
０
０
坪
）
当
た
り
の
甘
蔗
糖
重
量
の

１０

優
秀
農
家
３
人
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
作
型
別
の
１
位
は
、
平
成　

年
１
月　

日
に
開
催
予
定

２３

１３

の
南
部
地
区
さ
と
う
き
び
競
作
会
に
八
重
瀬
町
代
表
と
し
て
推
薦

さ
れ
ま
す
。

■収穫面積　40a（1,200坪）以上の部

基準糖度　１３．１度基準収量　８ｔ以上（春植）
甘蔗糖重量
１０a（３００坪）

甘蔗糖度ブリックス収　量
１０a（３００坪）

品　種住　　所氏　名順位

１，３５７㎏１４．６％１９．５度９，２９６㎏農林８号八重瀬町字小城２番地金城　盛幸１

１，１７０㎏１３．２％１７．７度８，８６１㎏農林２１号八重瀬町字志多伯１６９番地神谷　邦彦２

（夏植） 　出　品　な　し

基準糖度　１３．１度基準収量　１０ｔ以上（株出）
甘蔗糖重量
１０a（３００坪）

甘蔗糖度ブリックス収　量
１０a（３００坪）

品　種住　　所氏　名順位

１，５２３㎏１４．７％１９．６度１０，３６０㎏農林２１号八重瀬町字富盛３６番地富田　　篤１

該　当　者　な　し２

収穫面積　20a（600坪）以上　40a（1,200坪）未満の部
　　　　　全作型において審査基準に満たさなかったため、該当者なし
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■
参
加
対
象
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伊
覇
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
の
全
て
の
地
権
者

■
開
催
日
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■
開
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（
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）
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「はかり」の定期検査とは

検定等に合格した「はかり」でも使用していると精度のくるいが生じることがあります。
そこで、取引や証明に使用する「はかり」については、２年に１回の定期検査を受けることが義務付けられています。

◆指定の場所で行う定期検査
　特定計量器の種類　非自動はかり、分銅及びおもり

検 査 場 所検 査 期 日
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※検査を受けない「はかり」を、取引や証明にしようすることは、計量法違反行為となり罰金に処せられます。

この検査に合格しますと、右図のようなシールを貼付けされます。
　検査の対象になるはかりの例

検査の対象にならないはかりの例検査の対象になるはかりの例

・ 飲食店、給食センターなどで調配合に使用するはかり
・ 公衆浴場等に備えつけられている体重計
・ 郵便物の料金の目安を調べるために使用するはかり
・ 工場などで原料の調配合や工程管理に使用するはかり

�スーパー、商店などで商品の売買に使用するはかり
�病院、保健所、学校、幼稚園、保育所などで体重測定に使
用する体重計
�薬局などで調剤に使用するはかり
�宅配便などで運賃の算出に使用するはかり

※詳しくはホームページをご覧ください。
　http://www.pref.okinawa.lg.jp/hakaru/　　沖縄県計量検定所　� 098-889-2775




